
令和７年第４回江差町議会定例会資料 

 

資料１：江差町立保育所条例新旧対照表【議案第１号関係】  …Ｐ １ 

資料２：江差町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

    新旧対照表【議案第２号関係】  …Ｐ ３ 

資料３：江差町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

    定める条例新旧対照表【議案第３号関係】  …Ｐ ５ 

資料４：江差町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

    新旧対照表【議案第４号関係】  …Ｐ ７ 

資料５：江差町港湾管理条例新旧対照表【議案第５号関係】  …Ｐ３１ 

資料６：生活交通路線等維持費補助事業の概要【議案第６号関係】  …Ｐ３９ 

資料７：普通河川豊部内川河床低下防止工事の概要【議案第６号関係】  …Ｐ４１ 

資料８：Ｊアラート受信機更新及びアンテナ分離工事の概要【議案第６号関係】  …Ｐ４３ 

資料９：江差町運動公園テニスコート中央フェンス柱修繕の概要【議案第６号関係】  …Ｐ４５ 

資料10：道の駅公共桝設置工事の概要【議案第10号関係】  …Ｐ４７ 

資料11：市場公共桝設置工事の概要【議案第10号関係】  …Ｐ４９ 

 





江
差
町
立
保
育
所
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

 

（
位

置
及
び

名
称

）
 

 

（
位
置
及
び
名
称
）
 

第
３

条
 
保

育
所

の
位

置
及

び
名

称
は

、
次

の
と
お
り
と
す
る
。
 

第
３
条
 
保
育
所
の
位
置
及

び
名

称
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

名
称
 

位
置
 

か
も

め
保
育

園
 

檜
山

郡
江
差
町
字
円
山
３
１
３
番
地
２
０
 

た
ば

か
ぜ
保

育
園

 
檜

山
郡

江
差
町
字
伏
木
戸
町
４
８
４
番
地
 

 

名
称
 

位
置
 

か
も
め
保
育
園
 

檜
山

郡
江
差

町
字

円
山

３
１

３
番

地
２

０
 

水
堀
保
育
園
 

檜
山

郡
江
差

町
字

水
堀

町
１

３
６

番
地
 

日
明
保
育
園
 

檜
山

郡
江
差

町
字

尾
山

町
１

２
６

番
地
 

 （
定

員
）
 

 （
定
員
）
 

第
４

条
 
保

育
所

の
定

員
は

、
次

の
と

お
り

と
す
る
。
 

第
４
条
 
保
育
所
の
定
員
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。
 

か
も

め
保
育

園
 
１

０
０
人
 

か
も
め
保
育
園
 

１
０

０
人
 

た
ば

か
ぜ
保

育
園

 
３

５
人
 

水
堀
  
 
 保

育
園
 

３
５
人
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

附
 

則
 

 
こ

の
条
例

は
、

令
和

８
年

４
月

１
日

か
ら

施
行
す
る
。
 

 

日
明
保
育
園
 
３
５

人
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江
差
町
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
職

員
）
 

（
職
員
）
 

第
１

０
条
 

（
略

）
 

第
１
０
条
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

３
 

放
課
後

児
童

支
援

員
は

、
次

の
各

号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、

都
道

府
県
知

事
又

は
地

方
自

治
法

（
昭

和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
５
２
条

の
１

９
第
１

項
の

指
定

都
市

若
し

く
は

同
法
第
２
５
２
条
の
２
２
第
１
項
の
中
核

市
の

長
が
行

う
研

修
を

修
了

し
た

も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 

放
課
後
児
童
支
援
員
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

で
あ

つ
て

、

都
道
府
県
知
事
又
は
地

方
自

治
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
６

７
号

）
第

２
５

２
条

の
１
９
第
１
項
の
指
定

都
市

若
し

く
は

同
法

第
２

５
２

条
の

２
２

第
１

項
の

中
核

市
の
長
が
行
う
研
修
を

修
了

し
た

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
１

）
 
保

育
士

（
法

第
１

８
条

の
２

７
第

１
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団

体
の

区
域
内

に
あ

る
放

課
後

児
童

健
全

育
成
事
業
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又

は
当

該
認
定

地
方

公
共

団
体

の
区

域
に

係
る
法
第
１
８
条
の
２
９
に
規
定
す
る

地
域

限
定
保

育
士

）
の

資
格

を
有

す
る

者
 

（
１
）
 
保
育
士
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
 
 
 
 
の
資
格
を

有
す

る
者

 

（
２

）
～
（

１
０

）
 
（
略

）
 

（
２
）
～
（
１
０
）
 

（
略

）
 

４
・

５
 
（

略
）

 
４
・
５
 
（
略
）
 

（
虐

待
等
の

禁
止

）
 

（
虐
待
等
の
禁
止
）
 

第
１

２
条
 

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
者

の
職
員
は
、
利
用
者
に
対
し
、
法
第
３

３
条

の
１
０

第
１

項
各

号
に

掲
げ

る
行

為
そ

の
他
当
該
利
用
者
の
心
身
に
有
害
な

影
響

を
与
え

る
行

為
を

し
て

は
な

ら
な

い
。
 

第
１
２
条
 

放
課
後
児
童
健

全
育

成
事

業
者

の
職

員
は

、
利

用
者

に
対

し
、

法
第

３

３
条
の
１
０
各
号
 
 
 
 
 
 
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
利
用
者
の
心
身
に
有
害
な

影
響
を
与
え
る
行
為
を

し
て

は
な

ら
な

い
。
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江
差
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
虐

待
等
の

禁
止

）
 

（
虐
待
等
の
禁
止
）
 

第
２

５
条
 

特
定

教
育

・
保

育
施

設
の

職
員

は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
に

対
し

、
児
童

福
祉

法
第

３
３

条
の

１
０

第
１
項
各
号
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
で

あ
る
特

定
教

育
・

保
育

施
設

の
職

員
に

あ
つ
て
は
、
認
定
こ
ど
も
園
法
第
２

７
条

の
２
第

１
項

各
号

、
幼

稚
園

で
あ

る
特

定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
に
あ
つ

て
は

、
学
校

教
育

法
第

２
８

条
第

２
項

に
お

い
て
準
用
す
る
認
定
こ
ど
も
園
法
第

２
７

条
の
２

第
１

項
各

号
）

に
掲

げ
る

行
為

そ
の
他
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定

子
ど

も
の
心

身
に

有
害

な
影

響
を

与
え

る
行

為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
２
５
条
 

特
定
教
育
・
保

育
施

設
の

職
員

は
、

教
育

・
保

育
給

付
認

定
子

ど
も

に

対
し
、
児
童
福
祉
法
第
３
３
条
の
１
０
各
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定

子
ど
も
の
心
身
に
有
害

な
影

響
を

与
え

る
行

為
を

し
て

は
な

ら
な

い
。
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
又
は
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

 
江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例

 

目
次
 

目
次
 

第
１

章
 
総

則
（

第
１

条
―

第
２

１
条

）
 

第
１
章
 
総
則
（
第
１
条
―

第
２

１
条

）
 

第
２

章
 
家

庭
的

保
育

事
業

（
第

２
２

条
―

第
２
６
条
）
 

第
２
章
 
家
庭
的
保
育
事
業

（
第

２
２

条
―

第
２

６
条

）
 

第
３

章
 
小

規
模

保
育

事
業
 

第
３
章
 
小
規
模
保
育
事
業
 

第
１

節
 
小

規
模

保
育

事
業

の
区

分
（

第
２
７
条
）
 

第
１
節
 
小
規
模
保

育
事
業

の
区

分
（

第
２

７
条

）
 

第
２
節
 
小
規
模
保
育
事
業
A
型
（
第
２
８
条
―
第
３
０
条
）
 

第
２
節
 
小
規
模
保
育
事
業
A
型
（
第
２
８
条
―
第
３
０
条
）
 

第
３
節
 
小
規
模
保
育
事
業
B
型
（
第
３
１
条
・
第
３
２
条
）
 

第
３
節
 
小
規
模
保
育
事
業
B
型
（
第
３
１
条
・
第
３
２
条
）
 

第
４
節
 
小
規
模
保
育
事
業
C
型
（
第
３
３
条
―
第
３
６
条
）
 

第
４
節
 
小
規
模
保
育
事
業
C
型
（
第
３
３
条
―
第
３
６
条
）
 

第
４

章
 
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

（
第

３
７

条
―
第
４
１
条
）
 

第
４
章
 
居
宅
訪
問
型
保
育

事
業

（
第

３
７

条
―

第
４

１
条

）
 

第
５

章
 
事

業
所

内
保

育
事

業
（

第
４

２
条

―
第
４
８
条
）
 

第
５
章
 
事
業
所
内
保
育
事

業
（

第
４

２
条

―
第

４
８

条
）
 

第
６

章
 
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

（
第

４
９

条
―
第
５
５
条
）
 

（
新
設
）
 

第
７

章
 
雑

則
（

第
５

６
条

）
 

第
６
章
 
雑
則
（
第
４
９
条

）
 

附
則
 

附
則
 

（
趣

旨
）
 

（
趣
旨
）
 

第
１

条
 
こ

の
条

例
は

、
児

童
福

祉
法
（
昭

和
２
２
年
法
律
第
１
６
４
号
。
以
下
「
法
」

と
い

う
。
）

第
３

４
条

の
１

６
第

１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
家
庭
的
保
育
事
業
等

又
は

乳
児
等

通
園

支
援

事
業

の
設

備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と

す
る

。
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
児

童
福

祉
法
（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

６
４

号
。
以
下
「

法
」

と
い
う
。
）
第
３
４
条

の
１

６
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
家
庭

的
保

育
事

業
等

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
を

定
め

る
も

の
と

す
る
。
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

 
（

定
義
）
 

第
２

条
 
こ

の
条

例
に

お
い

て
、

次
の

各
号

に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 

当
該

各
号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。
 

（
１

）
～
（

９
）

 
（

略
）
 

（
１

０
）
 
乳
児

等
通

園
支

援
事

業
 
法
第

６
条
の
３
第
２
３
項
に
規
定
す
る
乳
 

 
児

等
通
園

支
援

事
業

を
い

う
。

 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義
は

、
そ

れ
ぞ

れ
 

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ

る
。
 

（
１
）
～
（
９
）
 

（
略
）
 

（
新
設
）
 

（
最

低
基
準

の
目

的
等

）
 

（
最
低
基
準
の
目
的
等

）
 

第
３

条
 
こ

の
条

例
に

定
め

る
基

準
（

次
項

及
び
次
条
に
お
い
て
「
最
低
基
準
」
と

い
う

。
）
は

、
家

庭
的

保
育

事
業

等
又

は
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
利
用
し
て
い

る
乳

児
又
は

幼
児

（
以

下
「

利
用

乳
幼

児
」

と
い
う
。
）
が
、
明
る
く
て
、
衛
生

的
な

環
境
に

お
い

て
、

素
養

が
あ

り
、

か
つ

、
適
切
な
訓
練
を
受
け
た
職
員
（
家

庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）

又
は

乳
児
等

通
園

支
援

事
業

を
行

う
事

業
所
（
以
下
「
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
」

と
い

う
。
）

の
管

理
者

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）
が
保
育
又
は
乳
児
等
通
園
支
援

を
提

供
す
る

こ
と

に
よ

り
、

心
身

と
も

に
健

や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す

る
も

の
と
す

る
。

 

第
３
条
 
こ
の
条
例
に
定
め

る
基

準
（

次
項

及
び

次
条

に
お

い
て

「
最

低
基

準
」

と

い
う
。
）
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
利
用
し
て
い

る
乳
児
又
は
幼
児
（
以

下
「

利
用

乳
幼

児
」

と
い

う
。

）
が

、
明

る
く

て
、

衛
生

的
な
環
境
に
お
い
て
、

素
養

が
あ

り
、

か
つ

、
適

切
な

訓
練

を
受

け
た

職
員

（
家

庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
管
理
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
保
育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す

る
も
の
と
す
る
。
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

（
最

低
基
準

と
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
）
 

（
最
低
基
準
と
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

第
４

条
 
家

庭
的

保
育

事
業

等
を

行
う

者
（

以
下
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
」
と
い

う
。

）
又
は

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
を

行
う
者
（
以
下
「
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

者
」

と
い
う

。
）

は
、

最
低

基
準

を
超

え
て

、
常
に
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
を
向

第
４
条
 
家
庭
的
保
育
事
業

等
を

行
う

者
（

以
下

「
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

」
と

い

う
。
）
  
  

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
は
、

最
低

基
準

を
超

え
て

、
常

に
、

そ
の

設
備

及
び

運
営

を
向
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

上
さ

せ
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

上
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

２
 

最
低
基

準
を

超
え

て
、

設
備

を
有

し
、

又
は
運
営
を
し
て
い
る
家
庭
的
保
育
事

業
者

等
又
は

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
者

に
お
い
て
は
、
最
低
基
準
を
理
由
と
し
て
、

そ
の

設
備
又

は
運

営
を

低
下

さ
せ

て
は

な
ら

な
い
。
 

２
 

最
低
基
準
を
超
え
て
、

設
備

を
有

し
、

又
は

運
営

を
し

て
い

る
家

庭
的

保
育

事

業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
は
、
最
低
基
準
を
理
由
と
し
て
、

そ
の
設
備
又
は
運
営
を

低
下

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

。
 

３
 

町
長
は

、
児

童
の

保
護

者
そ

の
他

児
童

福
祉
に
係
る
当
事
者
の
意
見
を
聴
き
、

家
庭

的
保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児

等
通

園
支
援
事
業
者
に
対
し
、
最
低
基
準
を
超

え
て

、
そ
の

設
備

及
び

運
営

を
向

上
さ

せ
る

よ
う
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 

町
長
は
、
児
童
の
保
護

者
そ

の
他

児
童

福
祉

に
係

る
当

事
者

の
意

見
を

聴
き

、

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
対
し
、
最
低
基
準
を
超

え
て
、
そ
の
設
備
及
び

運
営

を
向

上
さ

せ
る

よ
う

に
勧

告
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
家

庭
的
保

育
事

業
者

等
又

は
乳

児
等

通
園

支
援
事
業
者
の
一
般
原
則
）
 

（
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
一
般
原
則
）
 

第
５

条
 
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児

等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児

の
人

権
に
十

分
配

慮
す

る
と

と
も

に
、

一
人

一
人
の
人
格
を
尊
重
し
て
、
そ
の
運

営
を

行
わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

第
５
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
利
用
乳
幼
児

の
人
権
に
十
分
配
慮
す

る
と

と
も

に
、

一
人

一
人

の
人

格
を

尊
重

し
て

、
そ

の
運

営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

家
庭
的

保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児

等
通

園
支
援
事
業
者
は
、
地
域
社
会
と
の
交

流
及

び
連
携

を
図

り
、

利
用

乳
幼

児
の

保
護

者
及
び
地
域
社
会
に
対
し
、
当
該
家

庭
的

保
育
事

業
等

又
は

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の
運
営
の
内
容
を
適
切
に
説
明
す

る
よ

う
努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
地
域
社
会
と
の
交

流
及
び
連
携
を
図
り
、

利
用

乳
幼

児
の

保
護

者
及

び
地

域
社

会
に

対
し

、
当

該
家

庭
的
保
育
事
業
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
運
営
の
内
容
を
適
切
に
説
明
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

家
庭
的

保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児

等
通

園
支
援
事
業
者
は
、
自
ら
そ
の
行
う
保

育
又

は
乳
児

等
通

園
支

援
の

質
の

評
価

を
行

い
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

３
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
自
ら
そ
の
行
う
保

育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
質
の
評
価
を
行
い
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

４
 

家
庭
的

保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児

等
通

園
支
援
事
業
者
は
、
定
期
的
に
外
部
の

者
に

よ
る
評

価
を

受
け

て
、

そ
れ

ら
の

結
果

を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
る

よ
う

努
め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

４
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
定
期
的
に
外
部
の

者
に
よ
る
評
価
を
受
け

て
、

そ
れ

ら
の

結
果

を
公

表
し

、
常

に
そ

の
改

善
を

図
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

５
 

家
庭
的

保
育

事
業

所
等
（
居

宅
訪

問
型

保
育
事
業
を
行
う
場
所
を
除
く
。
次
項
、

次
条

第
１
項

第
２

号
、

第
１

４
条

第
２

項
及
び
第
３
項
、
第
１
５
条
第
１
項
並
び

に
第

１
６
条

第
１

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
又
は
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、

法
に

定
め
る

そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
の

目
的

を
達

成
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

５
 

家
庭
的
保
育
事
業
所
等
（
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

を
行

う
場

所
を

除
く
。
次

項
、

次
条
第
１
項
第
２
号
、
第
１

４
条

第
２

項
及

び
第

３
項

、
第

１
５

条
第

１
項

並
び

に
第
１
６
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
に
は
、

法
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ

の
事

業
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
を

設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
 

家
庭
的

保
育

事
業

所
等

又
は

乳
児

等
通

園
支
援
事
業
所
の
構
造
設
備
は
、
採
光
、

換
気

等
利
用

乳
幼

児
の

保
健

衛
生

及
び

利
用

乳
幼
児
に
対
す
る
危
害
防
止
に
十
分

な
考

慮
を
払

つ
て

設
け

ら
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

６
 

家
庭
的
保
育
事
業
所
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
構
造
設
備
は
、
採
光
、

換
気
等
利
用
乳
幼
児
の

保
健

衛
生

及
び

利
用

乳
幼

児
に

対
す

る
危

害
防

止
に

十
分

な
考
慮
を
払
つ
て
設
け

ら
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
家

庭
的
保

育
事

業
者

等
又

は
乳

児
等

通
園

支
援
事
業
者
と
非
常
災
害
）
 

（
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
非
常
災
害
）
 

第
７

条
 
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児

等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
軽
便
消
火
器

等
の

消
火
用

具
、
非

常
口
そ

の
他

非
常

災
害

に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、

非
常

災
害
に

対
す

る
具

体
的

計
画

を
立

て
、

こ
れ
に
対
す
る
不
断
の
注
意
と
訓
練

を
す

る
よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

第
７
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
軽
便
消
火
器

等
の
消
火
用
具
、
非
常

口
そ

の
他

非
常

災
害

に
必

要
な

設
備

を
設

け
る

と
と

も
に

、

非
常
災
害
に
対
す
る
具

体
的

計
画

を
立

て
、

こ
れ

に
対

す
る

不
断

の
注

意
と

訓
練

を
す
る
よ
う
に
努
め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

（
安

全
計
画

の
策

定
等

）
 

（
安
全
計
画
の
策
定
等

）
 

第
７

条
の
２

 
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳

幼
児

の
安
全

の
確

保
を

図
る

た
め

、
家

庭
的

保
育
事
業
所
等
又
は
乳
児
等
通
園
支

援
事

業
所
ご

と
に

、
当

該
家

庭
的

保
育

事
業

所
等
又
は
当
該
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
所

の
設
備

の
安

全
点

検
、

職
員

、
利

用
乳

幼
児
等
に
対
す
る
事
業
所
外
で
の
活

動
、

取
組
等

を
含

め
た

家
庭

的
保

育
事

業
所

等
又
は
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所
で

の
生

活
そ
の

他
の

日
常

生
活

に
お

け
る

安
全

に
関
す
る
指
導
、
職
員
の
研
修
及
び

第
７
条
の
２
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
利
用
乳

幼
児
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ご
と
に
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

の
設
備
の
安
全
点

検
、

職
員

、
利

用
乳

幼
児

等
に

対
す

る
事

業
所

外
で

の
活

動
、
取
組
等
を
含
め
た
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で

の
生
活
そ
の
他
の
日
常

生
活

に
お

け
る

安
全

に
関

す
る

指
導

、
職

員
の

研
修

及
び
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

訓
練

そ
の
他

家
庭

的
保

育
事

業
所

等
又

は
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
お
け
る
安

全
に

関
す
る

事
項

に
つ

い
て

の
計

画
（

以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
安
全
計
画
」
と

い
う

。
）
を

策
定

し
、

当
該

安
全

計
画

に
従

い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
 

訓
練
そ
の
他
家
庭
的
保

育
事

業
所

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

お
け

る
安

全
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て

の
計

画
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

安
全

計
画

」
と

い
う
。
）
を
策
定
し
、

当
該

安
全

計
画

に
従

い
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

２
 

家
庭
的

保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児

等
通

園
支
援
事
業
者
は
、
職
員
に
対
し
、
安

全
計

画
に
つ

い
て

周
知

す
る

と
と

も
に

、
前

項
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実

施
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
、

職
員

に
対

し
、

安

全
計
画
に
つ
い
て
周
知

す
る

と
と

も
に

、
前

項
の

研
修

及
び

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

３
 

家
庭
的

保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児

等
通

園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
安

全
の

確
保
に

関
し

て
保

護
者

と
の

連
携

が
図

ら
れ
る
よ
う
、
保
護
者
に
対
し
、
安

全
計

画
に
基

づ
く

取
組

の
内

容
等

に
つ

い
て

周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
、

利
用

乳
幼

児
の

安

全
の
確
保
に
関
し
て
保

護
者

と
の

連
携

が
図

ら
れ

る
よ

う
、

保
護

者
に

対
し

、
安

全
計
画
に
基
づ
く
取
組

の
内

容
等

に
つ

い
て

周
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

４
 

家
庭
的

保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児

等
通

園
支
援
事
業
者
は
、
定
期
的
に
安
全
計

画
の

見
直
し

を
行

い
、

必
要

に
応

じ
て

安
全

計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

４
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
、

定
期

的
に

安
全

計

画
の
見
直
し
を
行
い
、

必
要

に
応

じ
て

安
全

計
画

の
変

更
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

（
自

動
車
を

運
行

す
る

場
合

の
所

在
の

確
認

）
 

第
７

条
の
３

 
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳

幼
児

の
事
業

所
外

で
の

活
動

、
取

組
等

の
た

め
の
移
動
そ
の
他
の
利
用
乳
幼
児
の

移
動

の
た
め

に
自

動
車

を
運

行
す

る
と

き
は

、
利
用
乳
幼
児
の
乗
車
及
び
降
車
の

際
に

、
点
呼

そ
の

他
の

利
用

乳
幼

児
の

所
在

を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

方
法

に
よ
り

、
利

用
乳

幼
児

の
所

在
を

確
認

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

家
庭
的

保
育

事
業

者
等

（
居

宅
訪

問
型

保
育
事
業
者
を
除
く
。
）
又
は
乳
児
等

通
園

支
援
事

業
者

は
、

利
用

乳
幼

児
の

送
迎

を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
運
転
者
席

及
び

こ
れ
と

並
列

の
座

席
並

び
に

こ
れ

ら
よ

り
一
つ
後
方
に
備
え
ら
れ
た
前
向
き

（
新
設
）
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

の
座

席
以
外

の
座

席
を

有
し

な
い

も
の

そ
の

他
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
こ
れ
と

同
程

度
に
利

用
乳

幼
児

の
見

落
と

し
の

お
そ

れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を

除
く

。
）
を

日
常

的
に

運
行

す
る

と
き

は
、

当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車

内
の

利
用
乳

幼
児

の
見

落
と

し
を

防
止

す
る

装
置
を
備
え
、
こ
れ
を
用
い
て
前
項

に
定

め
る
所

在
の

確
認

（
利

用
乳

幼
児

の
降

車
の
際
に
限
る
。
）
を
行
わ
な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

（
家

庭
的
保

育
事

業
者

等
又

は
乳

児
等

通
園

支
援
事
業
者
の
職
員
の
一
般
的
要

件
）
 

（
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
職
員
の
一
般
的
要

件
）
 

第
８

条
 
家

庭
的

保
育

事
業

等
又

は
乳

児
等

通
園
支
援
事
業
者
に
お
い
て
利
用
乳
幼

児
の

保
育
に

従
事

す
る

職
員

は
、

健
全

な
心

身
を
有
し
、
豊
か
な
人
間
性
と
倫
理

観
を

備
え
、

児
童

福
祉

事
業

に
熱

意
の

あ
る

者
で
あ
つ
て
、
で
き
る
限
り
児
童
福

祉
事

業
の
理

論
及

び
実

際
に

つ
い

て
訓

練
を

受
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

第
８
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
利
用
乳
幼

児
の
保
育
に
従
事
す
る

職
員

は
、

健
全

な
心

身
を

有
し

、
豊

か
な

人
間

性
と

倫
理

観
を
備
え
、
児
童
福
祉

事
業

に
熱

意
の

あ
る

者
で

あ
つ

て
、

で
き

る
限

り
児

童
福

祉
事
業
の
理
論
及
び
実

際
に

つ
い

て
訓

練
を

受
け

た
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

（
家

庭
的
保

育
事

業
者

等
又

は
乳

児
等

通
園

支
援
事
業
者
の
職
員
の
知
識
及
び
技

能
の

向
上
等

）
 

（
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
職
員
の
知
識
及
び
技

能
の
向
上
等
）
 

第
９

条
 
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児

等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
常
に

自
己

研
鑽さ

ん

に
励

み
、

法
に

定
め

る
そ

れ
ぞ

れ
の
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要

な
知
識

及
び

技
能

の
修

得
、

維
持

及
び

向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
９
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
職
員
は
、
常
に

自
己
研
鑽さ

ん

に
励
み
、
法

に
定
め

る
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

に

必
要
な
知
識
及
び
技
能

の
修

得
、

維
持

及
び

向
上

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

家
庭
的

保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児

等
通

園
支
援
事
業
者
は
、
職
員
に
対
し
、
そ

の
資

質
の
向

上
の

た
め

の
研

修
の

機
会

を
確

保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
、

職
員

に
対

し
、

そ

の
資
質
の
向
上
の
た
め

の
研

修
の

機
会

を
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
他

の
社
会

福
祉

施
設

等
を

併
せ

て
設

置
す

る
と
き
の
設
備
及
び
職
員
の
基
準
）
 

（
他
の
社
会
福
祉
施
設

等
を

併
せ

て
設

置
す

る
と

き
の

設
備

及
び

職
員

の
基

準
）
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
１

０
条
 

家
庭

的
保

育
事

業
所

等
又

は
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
所
は
、
他
の
社
会

福
祉

施
設
等

を
併

せ
て

設
置

す
る

と
き

は
、

そ
の
行
う
保
育
又
は
乳
児
等
通
園
支

援
に

支
障
が

な
い

場
合

に
限

り
、

必
要

に
応

じ
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
又
は

当
該

乳
児
等

通
園

支
援

事
業

所
又

は
乳

児
等

通
園
支
援
事
業
所
の
設
備
及
び
職
員

の
一

部
を
併

せ
て

設
置

す
る

他
の

社
会

福
祉

施
設
等
の
設
備
及
び
職
員
に
兼
ね
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

第
１
０
条
 

家
庭
的
保
育
事

業
所

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
は

、
他

の
社

会

福
祉
施
設
等
を
併
せ
て

設
置

す
る

と
き

は
、
そ
の

行
う

保
育

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限

り
、
必

要
に
応

じ
当

該
家

庭
的

保
育

事
業

所
等

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の

設
備

及
び

職
員

の
一
部
を
併
せ
て
設
置

す
る

他
の

社
会

福
祉

施
設

等
の

設
備

及
び

職
員

に
兼

ね
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

（
利

用
乳
幼

児
を

平
等

に
取

り
扱

う
原

則
）
 

（
利
用
乳
幼
児
を
平
等

に
取

り
扱

う
原

則
）
 

第
１

１
条
 

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
又

は
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼

児
の

国
籍
、

信
条

、
社

会
的

身
分

又
は

利
用

に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
か
否
か

に
よ

つ
て
、

差
別

的
取

扱
い

を
し

て
は

な
ら

な
い
。
 

第
１
１
条
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
利
用
乳
幼

児
の
国
籍
、
信
条
、
社

会
的

身
分

又
は

利
用

に
要

す
る

費
用

を
負

担
す

る
か

否
か

に
よ
つ
て
、
差
別
的
取

扱
い

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

（
虐

待
等
の

禁
止

）
 

（
虐
待
等
の
禁
止
）
 

第
１

２
条
 

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
又

は
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
利

用
乳

幼
児
に

対
し

、
法

第
３

３
条

の
１

０
第

１
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当

該
利

用
乳
幼

児
の

心
身

に
有

害
な

影
響

を
与

え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
１
２
条
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
職
員
は
、
利

用
乳
幼
児
に
対
し
、
法
第
３
３
条
の
１
０
各
号
 
 
 
 
 
 
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当

該
利
用
乳
幼
児
の
心
身

に
有

害
な

影
響

を
与

え
る

行
為

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

（
衛

生
管
理

等
）

 
（
衛
生
管
理
等
）
 

第
１

４
条
 

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
又

は
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
利
用
乳
幼

児
の

使
用
す

る
設

備
、

食
器

等
又

は
飲

用
に

供
す
る
水
に
つ
い
て
、
衛
生
的
な
管

理
に

努
め
、

又
は

衛
生

上
必

要
な

措
置

を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
１
４
条
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
利
用
乳
幼

児
の
使
用
す
る
設
備
、

食
器

等
又

は
飲

用
に

供
す

る
水

に
つ

い
て

、
衛

生
的

な
管

理
に
努
め
、
又
は
衛
生

上
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

家
庭
的

保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児

等
通

園
支
援
事
業
者
は
、
家
庭
的
保
育
事
業

所
等

又
は
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
に

お
い

て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、

又
は

ま
ん
延

し
な

い
よ

う
に

、
職

員
に

対
し

、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び

２
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
家
庭
的
保
育
事
業

所
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、

又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ

う
に

、
職

員
に

対
し

、
感

染
症

及
び

食
中

毒
の

予
防

及
び
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

ま
ん

延
の
防

止
の

た
め

の
研

修
並

び
に

感
染

症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た

め
の

訓
練
を

定
期

的
に

実
施

す
る

よ
う

努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ま
ん
延
の
防
止
の
た
め

の
研

修
並

び
に

感
染

症
の

予
防

及
び

ま
ん

延
の

防
止

の
た

め
の
訓
練
を
定
期
的
に

実
施

す
る

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

家
庭
的

保
育

事
業

所
等

又
は

乳
児

等
通

園
支
援
事
業
所
に
は
、
必
要
な
医
薬
品

そ
の

他
の
医

療
品

を
備

え
る

と
と

も
に

、
そ

れ
ら
の
管
理
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

３
 

家
庭
的
保
育
事
業
所
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
は
、
必
要
な
医
薬
品

そ
の
他
の
医
療
品
を
備

え
る

と
と

も
に

、
そ

れ
ら

の
管

理
を

適
正

に
行

わ
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

４
・

５
 
（

略
）

 
４
・
５
 
（
略
）
 

（
食

事
）
 

第
１

５
条
 

（
略

）
 

（
食
事
）
 

第
１
５
条
 

（
略
）
 

第
１

５
条
の

２
 
乳

児
等
通

園
支

援
事

業
者

は
、
食
事
の
提
供
を
行
う
場
合
（
施
設
外

で
調

理
し

運
搬

す
る

方
法

に
よ

り
行

う
場

合
を

含
む
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
施
設
に

お
い

て
行
う

こ
と

が
必

要
な

調
理

の
た

め
の

加
熱
、
保
存
等
の
調
理
機
能
を
有
す
る
設

備
を

備
え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
新
設
）
 

（
食

事
の
提

供
の

特
例

）
 

（
食
事
の
提
供
の
特
例
）
 

第
１

６
条
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

た
す
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
第
１
５

条
第

１
項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
家
庭
的

保
育
事
業
者
等
の
利
用
乳
幼
児
に
対

す
る

食
事
の

提
供

に
つ

い
て

、
次

項
に

規
定

す
る

施
設
（
以
下
「
搬
入
施
設
」
と
い
う
。
）

に
お

い
て

調
理

し
家

庭
的

保
育

事
業

所
等

に
搬

入
す

る
方

法
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
家

庭
的

保
育
事
業
者
等
は
、
当
該
食
事
の
提
供
に

つ
い

て
当

該
方

法
に

よ
る

こ
と

と
し

て
も

な
お

当
該

家
庭

的
保

育
事

業
所

等
に

お
い

て
行

う
こ
と

が
必

要
な

調
理

の
た

め
の

加
熱

、
保

存
等
の
調
理
機
能
を
有
す
る
設
備
を

備
え

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

第
１
６
条
 

次
の
各
号
に
掲
げ
る

要
件

を
満

た
す

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
は

、
前

条
第

１
項
 
 
 
 
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
家
庭
的

保
育

事
業

者
等

の
利

用
乳

幼
児

に
対

す
る
食
事
の
提
供
に
つ
い
て

、
次

項
に

規
定

す
る

施
設
（

以
下
「

搬
入

施
設

」
と

い
う
。
）

に
お

い
て

調
理

し
家

庭
的

保
育

事
業

所
等

に
搬

入
す

る
方

法
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
当

該
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

は
、
当

該
食
事

の
提

供
に

つ
い

て
当

該
方

法
に

よ
る

こ
と

と
し

て
も

な
お

当
該

家
庭

的
保

育
事

業
所

等
に

お
い

て
行
う
こ
と
が
必
要
な
調
理

の
た

め
の

加
熱

、
保

存
等

の
調

理
機

能
を

有
す

る
設

備
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
利

用
乳
幼

児
及

び
職

員
の

健
康

診
断

）
 

（
利
用
乳
幼
児
及
び
職

員
の

健
康

診
断

）
 

第
１

７
条
 

（
略

）
 

第
１
７
条
 

（
略
）
 

２
 

家
庭
的

保
育

事
業

者
等

は
前

項
の

規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲

２
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等

は
、

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

児
童

相
談

所
等

に
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

げ
る

健
康
診

断
又

は
健

康
診

査
（

母
子

保
健
法
（
昭
和
４
０
年
法
律
第
１
４
１
号
）

第
１

２
条
又

は
第

１
３

条
に

規
定

す
る

健
康

診
査
を
い
う
。
同
表
に
お
い
て
同

じ
。

）
（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
健

康
診

断
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
場

合
で

あ
つ
て

、
当

該
健

康
診

断
等

が
そ

れ
ぞ

れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断

の
全

部
又
は

一
部

に
相

当
す

る
と

認
め

ら
れ

る
と
き
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
健
康
診

断
の

全
部
又

は
一

部
を

行
わ

な
い

こ
と

が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭

的
保

育
事
業

者
等

は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
左

欄
に
掲
げ
る
健
康
診
断
等
の
結
果
を

把
握

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

児
童

相
談
所

等
に

お
け

る
乳

児
又

は

幼
児

（
以
下

「
乳

幼
児

」
と

い
う

。
）

の
利

用
開
始

前
の

健
康

診
断
 

利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
利
用
開
始
時
の

健
康
診
断
 

乳
幼

児
に
対

す
る

健
康

診
査
 

利
用
開
始
時
の
健
康
診
断
、
定
期
の
健
康

診
断
又
は
臨
時
の
健
康
診
断
 

 

お
け
る
乳
児
又
は
幼
児

（
以

下
「

乳
幼

児
」

と
い

う
。

）
の

利
用

開
始

前
の

健
康

診
断
が
行
わ
れ
た
場
合

で
あ

つ
て

、
当

該
健

康
診

断
が

利
用

乳
幼

児
に

対
す

る
利

用
開
始
時
の
健
康
診
断

の
全

部
又

は
一

部
に

相
当

す
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

利
用
開
始
時
の
健
康
診

断
の

全
部

又
は

一
部

を
行

わ
な

い
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合
に
お
い
て
、
家
庭

的
保

育
事

業
者

等
は

、
児

童
相

談
所

等
に

お
け

る
乳

幼
児

の
利
用
開
始
前
の
健
康

診
断

の
結

果
を

把
握

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

３
・

４
 
（

略
）

 
３
・
４
 
（
略
）
 

（
家

庭
的
保

育
事

業
所

等
又

は
乳

児
等

通
園

支
援
事
業
所
内
部
の
規
程
）
 

（
家
庭
的
保
育
事
業
所

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
内

部
の

規
程

）
 

第
１

８
条
 

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
又

は
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
次
の
各
号

に
掲

げ
る
事

業
の

運
営

に
つ

い
て

の
重

要
事

項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

第
１
８
条
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
業
の
運
営

に
つ

い
て

の
重

要
事

項
に

関
す

る
規

程
を

定
め

て
お

か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
提

供
す

る
保

育
又

は
乳

児
等

通
園

支
援
の
内
容
 

（
２
）
 
提
供
す
る
保
育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
内
容
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
３

）
 
（

略
）

 
（
３
）
 
（
略
）
 

（
４

）
 
保

育
又

は
乳

児
等

通
園

支
援

の
提

供
を
行
う
日
及
び
時
間
並
び
に
保
育

又
は

乳
児
等

通
園

支
援

の
提

供
を

行
わ

な
い
日
 

（
４
）
 
保
育
 
 
 
 
 

 
 

 
 

の
提

供
を

行
う

日
及

び
時

間
並

び
に

保
育

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
提

供
を

行
わ

な
い

日
 

（
５

）
・
（

６
）

 
（

略
）
 

（
５
）
・
（
６
）
 

（
略
）
 

（
７

）
 
家

庭
的

保
育

事
業

等
又

は
乳

児
等

通
園
支
援
事
業
の
利
用
の
開
始
及
び

終
了

に
関
す

る
事

項
並

び
に

家
庭

的
保

育
事
業
等
又
は
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

の
利

用
に
当

た
つ

て
の

留
意

事
項

 

（
７
）
 
家
庭
的
保
育
事
業
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
利
用
の
開
始
及
び

終
了
に
関
す
る
事
項
並

び
に

家
庭

的
保

育
事

業
等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
利
用
に
当
た
つ
て
の

留
意

事
項

 

（
８

）
～
（

１
０

）
 
（
略

）
 

（
８
）
～
（
１
０
）
 

（
略

）
 

（
１

１
）
 
そ
の

他
家

庭
的

保
育

事
業

等
又
は
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に

関
す

る
重
要

事
項

 

（
１
１
）
 
そ
の
他
家
庭
的
保
育
事
業
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
運
営
に

関
す
る
重
要
事
項
 

（
家

庭
的
保

育
事

業
所

等
又

は
乳

児
等

通
園

支
援
事
業
所
に
備
え
る
帳
簿
）
 

（
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
備
え
る
帳
簿
）
 

第
１

９
条
 

家
庭

的
保

育
事

業
所

等
又

は
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
所
に
は
、
職
員
、

財
産

、
収
支

及
び

利
用

乳
幼

児
の

処
遇

の
状

況
を
明
ら
か
に
す
る
帳
簿
を
整
備
し

て
お

か
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
１
９
条
 

家
庭
的
保
育
事
業
所
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
は
、
職
員
、

財
産
、
収
支
及
び
利
用

乳
幼

児
の

処
遇

の
状

況
を

明
ら

か
に

す
る

帳
簿

を
整

備
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
 

（
秘

密
保
持

等
）

 
（
秘
密
保
持
等
）
 

第
２

０
条
 

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
又

は
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
者
の
職
員
は
、
正

当
な

理
由
が

な
く

、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用
乳
幼
児
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密

を
漏

ら
し
て

は
な

ら
な

い
。
 

第
２
０
条
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
職
員
は
、
正

当
な
理
由
が
な
く
、
そ

の
業

務
上

知
り

得
た

利
用

乳
幼

児
又

は
そ

の
家

族
の

秘
密

を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な

い
。
 

２
 

家
庭
的

保
育

事
業

者
等

又
は

乳
児

等
通

園
支
援
事
業
者
は
、
職
員
で
あ
つ
た
者

が
、

正
当
な

理
由

が
な

く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得
た
利
用
乳
幼
児
又
は
そ
の
家
族

の
秘

密
を
漏

ら
す

こ
と

が
な

い
よ

う
、
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
職
員
で
あ
つ
た
者

が
、
正
当
な
理
由
が
な

く
、

そ
の

業
務

上
知

り
得

た
利

用
乳

幼
児

又
は

そ
の

家
族

の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と

が
な

い
よ

う
、
必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
苦

情
へ
の

対
応

）
 

（
苦
情
へ
の
対
応
）
 

第
２

１
条
 

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
又

は
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
者
は
、
そ
の
行
つ

た
保

育
又
は

乳
児

等
通

園
支

援
に

関
す

る
利

用
乳
幼
児
又
は
そ
の
保
護
者
等
か
ら

の
苦

情
に
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓

口
を

設
置
す

る
等

の
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
２
１
条
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
そ
の
行
つ

た
保
育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
関
す
る
利
用
乳
幼
児
又
は
そ
の
保
護
者
等
か
ら

の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

苦
情

を
受

け
付

け
る

た
め

の
窓

口
を
設
置
す
る
等
の
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

家
庭
的

保
育

事
業

者
等

は
、

そ
の

行
っ

た
保
育
に
関
し
、
当
該
保
育
の
提
供
又

は
法

第
２
４

条
第

６
項

の
規

定
に

よ
る

措
置
に
係
る
 

町
 

か
ら
の
指
導
又
は
助

言
を

受
け
た

場
合

は
、

当
該

指
導

又
は

助
言

に
従
つ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

 

２
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等

は
、

そ
の

行
っ

た
保

育
に

関
し

、
当

該
保

育
の

提
供

又

は
法
第
２
４
条
第
６
項
の
規

定
に

よ
る

措
置

に
係

る
市

町
村

か
ら

の
指

導
又

は
助

言
を
受
け
た
場
合
は
、

当
該

指
導

又
は

助
言

に
従

つ
て

必
要

な
改

善
を

行
わ

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 

乳
児
等

通
園

支
援

事
業

者
は

、
そ

の
行

つ
た
乳
児
等
通
園
支
援
に
関
し
、
町
か

ら
の

指
導
又

は
助

言
を

受
け

た
場

合
は

、
当

該
指
導
又
は
助
言
に
従
つ
て
必
要
な

改
善

を
行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
新
設
）
 

（
職

員
）
 

（
職
員
）
 

第
２

３
条
 

（
略

）
 

第
２
３
条
 

（
略
）
 

２
 

家
庭
的

保
育

者
（

法
第

６
条

の
３

第
９

項
第
１
号
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
者

を
い

う
。
以

下
同

じ
。

）
は

、
町

長
が

行
う
研
修
（
町
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県

知
事

そ
の
他

の
機

関
が

行
う

研
修

を
含

む
。
）
を
修
了
し
た
保
育
士
（
法
第
１
８

条
の

２
７
第

１
項

に
規

定
す

る
認

定
地

方
公

共
団
体
（
以
下
「
認
定
地
方
公
共
団

体
」
と

い
う

。
）
の

区
域

内
に
あ

る
家

庭
的

保
育
事
業
を
行
う
場
所
に
あ
つ
て
は
、

保
育

士
又
は

当
該

認
定

地
方

公
共

団
体

の
区

域
に
係
る
法
第
１
８
条
の
２
９
に
規

定
す

る
地
域

限
定

保
育

士
（

以
下

「
地

域
限

定
保
育
士
」
と
い
う
。
）
）
又
は
保

２
 

家
庭
的
保
育
者
（
法
第

６
条

の
３

第
９

項
第

１
号

に
規

定
す

る
家

庭
的

保
育

者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
は

、
町

長
が

行
う

研
修

（
町

長
が

指
定

す
る

都
道

府
県

知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
）
を
修
了
し
た
保
育
士
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 又

は
保
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

育
士

と
同
等

以
上

の
知

識
及

び
経

験
を

有
す

る
と
町
長
が
認
め
る
者
で
あ
つ
て
、

次
の

各
号
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
も

の
と

す
る
。
 

育
士
と
同
等
以
上
の
知

識
及

び
経

験
を

有
す

る
と

町
長

が
認

め
る

者
で

あ
つ

て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該

当
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 

（
略
）
 

３
 

（
略
）
 

３
 

（
略
）
 

 
（

設
備
の

基
準

）
 

 
（
設
備
の
基
準
）
 

第
２

８
条
 

第
１

項
・

（
１

）
～

（
７

・
イ

）
 

（
略
）
 

表
中

２
階
・

３
階

 
（

略
）
 

４
階

以
上

の
階
 

常
用
 

１
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第
１
２
３
条
第
１
項
各
号
又
は

同
条

第
３
項

各
号

に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段
 

２
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第
１
２
３
条
第
２
項
各
号
に
規

定
す

る
構
造

の
屋

外
階
段
 

避
難

用
 

１
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第
１
２
３
条
第
１
項
各
号
又
は

同
条

第
３
項

各
号

に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段
（
た
 

だ
し

、
同
条

第
１

項
各
号
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
 

階
段

の
構
造

は
、

建
築

物
の
１
階
か
ら
保
育
室
等
が
設
 

け
ら

れ
て
い

る
階

ま
で

の
部
分
に
限
り
、
屋
内
と
階
段
 

室
と

は
、
バ

ル
コ

ニ
ー

又
は
付
室
（
階
段
室
が
同
条
第
 

３
項

第
２
号

に
規

定
す

る
構
造
を
有
す
る
場
合
を
除
き
、

同
号

に
規
定

す
る

構
造

を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
 

通
じ

て
連
絡

す
る

こ
と

と
し
、
か
つ
、
同
条
第
３
項
第
 

３
号

、
第
４

号
及

び
第
１
０
号
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
）

   

第
２
８
条
 

第
１
項
・
（
１

）
～

（
７

・
イ

）
 

（
略

）
 

表
中
２
階
・
３
階
 

（
略
）
 

４
階

以
上

の
階

常
用
 

１
 

建
築
基

準
法

施
行

令
第

１
２

３
条

第
１

項
各

号
又

は

同
条

第
３
項

各
号

に
規

定
す

る
構

造
の

屋
内

階
段

 

２
 

建
築
基

準
法

施
行

令
第

１
２

３
条

第
２

項
各

号
に

規

定
す

る
構
造

の
屋

外
階

段
 

避
難
用
 

１
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第

１
２

３
条

第
１

項
各

号
又

は

同
条

第
３
項

各
号

に
規

定
す

る
構

造
の

屋
内

階
段

（
た
 

だ
し

、
同
条

第
１

項
各

号
に

規
定

す
る

構
造

の
屋

内
階
 

段
に

つ
い
て

は
、

当
該

屋
内

階
段

の
構

造
は

、
建

築
物
 

の
１

階
か
ら

保
育

室
等

が
設

け
ら

れ
て

い
る

階
ま

で
の

部
分

に
限
り

、
屋

内
と

階
段

室
と

は
、

バ
ル

コ
ニ

ー
又
 

は
外

気
に
向

か
つ

て
の

開
く

こ
と

の
で

き
る

窓
若

し
く

は
排

煙
設
備

（
同

条
第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

国
土
 

交
通

大
臣
が

定
め

た
構

造
方

法
を

用
い

る
も

の
そ

の
他

有
効

に
排
煙

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

に
限

る
。
）

を
通

じ
て

連
絡

す
る

こ
と

と
し

、
か

つ
、
 

同
条

第
３
項

第
２

号
、

第
３

号
及

び
第

９
号

を
満

た
す
 

も
の

と
す
る

。）
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

２
 
建

築
基

準
法

第
２

条
第
７
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造

の
屋

外
傾
斜

路
 

３
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第
１
２
３
条
第
２
項
各
号
に
規

定
す

る
構
造

の
屋

外
階
段
 

 

２
 

建
築
基

準
法

第
２

条
第

７
号

に
規

定
す

る
耐

火
構

造

の
屋

外
傾
斜

路
 

３
 

建
築
基

準
法

施
行

令
第

１
２

３
条

第
２

項
各

号
に

規

定
す

る
構
造

の
屋

外
階

段
 

（
職

員
）
 

（
職
員
）
 

第
２
９
条
 
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
に
は
、
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域

内
に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
認
定
地
方
公

共
団

体
の
区

域
に

係
る

地
域

限
定

保
育

士
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
嘱
託
医

及
び

調
理
員

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託

す
る

小
規

模
保

育
事

業
所

A
型

又
は

第
１

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
搬

入
施

設

か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
に
あ
つ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な

い
こ

と
が
で

き
る

。
 

第
２
９
条
 
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
に
は
、
保
育
士
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 、

嘱
託
医

及
び
調
理
員
を
置
か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

調
理

業
務

の
全

部
を

委
託

す
る

小
規

模
保

育
事

業
所

A
型

又
は

第
１

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
搬

入
施

設

か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
に
あ
つ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な

い
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
・

３
 
（

略
）

 
２
・
３
 
（
略
）
 

（
職

員
）
 

（
職
員
）
 

第
３
１
条
 
小
規
模
保
育
事
業
B
型
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
小
規
模
保
育
事
業
所
B

型
」

と
い
う

。
）

に
は

、
保

育
士

（
認

定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
に
あ
る
小
規

模
保
育
事
業
所
B
型
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域

に
係

る
地
域

限
定

保
育

士
。

次
項

に
お

い
て

同
じ
。
）
そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る

職
員

と
し
て

町
長

が
行

う
研

修
（

町
長

が
指

定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機

関
が

行
う
研

修
を

含
む

。
）

を
修

了
し

た
者

（
次
項
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」

と
い

う
。
）

、
嘱

託
医

及
び

調
理

員
を

置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調

理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
B
型
又
は
第
１
６
条
第
１
項
の

第
３
１
条
 
小
規
模
保
育
事
業
B
型
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
小
規
模
保
育
事
業
所
B

型
」
と
い

う
。
）
に

は
、
保
育
士

  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る

職
員
と
し
て
町
長
が
行

う
研

修
（

町
長

が
指

定
す

る
都

道
府

県
知

事
そ

の
他

の
機

関
が
行
う
研
修
を
含
む

。
）

を
修

了
し

た
者

（
次

項
に

お
い

て
「

保
育

従
事

者
」

と
い
う
。
）
、
嘱
託
医

及
び

調
理

員
を

置
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
調

理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
B
型
又
は
第
１
６
条
第
１
項
の
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
B
型
に
あ
つ

て
は

、
調
理

員
を

置
か

な
い

こ
と

が
で

き
る

。
 

規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
B
型
に
あ
つ

て
は
、
調
理
員
を
置
か

な
い

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
・

３
 
（

略
）

 
２
・
３
 
（
略
）
 

 
（

設
備
の

基
準

）
 

 
（
設
備
の
基
準
）
 

第
４

３
条
 

第
１

項
・

（
１

）
～

（
８

・
イ

）
 

（
略
）
 

表
中

２
階
・

３
階

 
（

略
）
 

４
階

以
上

の
階
 

常
用
 

１
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第
１
２
３
条
第
１
項
各
号
又
は

同
条

第
３
項

各
号

に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段
 

２
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第
１
２
３
条
第
２
項
各
号
に
規

定
す

る
構
造

の
屋

外
階
段
 

避
難

用
 

１
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第
１
２
３
条
第
１
項
各
号
又
は

同
条

第
３
項

各
号

に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段
（
た
 

だ
し

、
同
条

第
１

項
各
号
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
 

階
段

の
構
造

は
、

建
築

物
の
１
階
か
ら
保
育
室
等
が
設
 

け
ら

れ
て
い

る
階

ま
で

の
部
分
に
限
り
、
屋
内
と
階
段
 

室
と

は
、
バ

ル
コ

ニ
ー

又
は
付
室
（
階
段
室
が
同
条
第
 

３
項

第
２
号

に
規

定
す

る
構
造
を
有
す
る
場
合
を
除
き
、

同
号

に
規
定

す
る

構
造

を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
 

通
じ

て
連
絡

す
る

こ
と

と
し
、
か
つ
、
同
条
第
３
項
第
 

３
号

、
第
４

号
及

び
第
１
０
号
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
）

   ２
 
建

築
基

準
法

第
２

条
第
７
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造

第
４
３
条
 

第
１
項
・
（
１

）
～

（
８

・
イ

）
 

（
略

）
 

表
中
２
階
・
３
階
 

（
略
）
 

４
階

以
上

の
階

常
用
 

１
 

建
築
基

準
法

施
行

令
第

１
２

３
条

第
１

項
各

号
又

は

同
条

第
３
項

各
号

に
規

定
す

る
構

造
の

屋
内

階
段

 

２
 

建
築
基

準
法

施
行

令
第

１
２

３
条

第
２

項
各

号
に

規

定
す

る
構
造

の
屋

外
階

段
 

避
難
用
 

１
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第

１
２

３
条

第
１

項
各

号
又

は

同
条

第
３
項

各
号

に
規

定
す

る
構

造
の

屋
内

階
段

（
た
 

だ
し

、
同
条

第
１

項
各

号
に

規
定

す
る

構
造

の
屋

内
階
 

段
に

つ
い
て

は
、

当
該

屋
内

階
段

の
構

造
は

、
建

築
物
 

の
１

階
か
ら

保
育

室
等

が
設

け
ら

れ
て

い
る

階
ま

で
の

部
分

に
限
り

、
屋

内
と

階
段

室
と

は
、

バ
ル

コ
ニ

ー
又
 

は
外

気
に
向

か
つ

て
の

開
く

こ
と

の
で

き
る

窓
若

し
く

は
排

煙
設
備

（
同

条
第

３
項

第
１

号
に

規
定

す
る

国
土
 

交
通

大
臣
が

定
め

た
構

造
方

法
を

用
い

る
も

の
そ

の
他

有
効

に
排
煙

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

に
限

る
。
）

を
通

じ
て

連
絡

す
る

こ
と

と
し

、
か

つ
、
 

同
条

第
３
項

第
２

号
、

第
３

号
及

び
第

９
号

を
満

た
す
 

も
の

と
す
る

。）
 

２
 

建
築
基

準
法

第
２

条
第

７
号

に
規

定
す

る
耐

火
構

造
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

の
屋

外
傾
斜

路
 

３
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第
１
２
３
条
第
２
項
各
号
に
規

定
す

る
構
造

の
屋

外
階

段
 

 

の
屋

外
傾
斜

路
 

３
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第

１
２

３
条

第
２

項
各

号
に

規

定
す

る
構
造

の
屋

外
階

段
 

第
４

４
条
 

保
育

所
型

事
業

所
内

保
育

事
業

所
に
は
、
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団

体
の

区
域
内

に
あ

る
保

育
所

型
事

業
所

内
保

育
事
業
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又

は
当

該
認
定

地
方

公
共

団
体

の
区

域
に

係
る

地
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て

同
じ

。
）
、

嘱
託

医
及

び
調

理
員

を
置

か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理

業
務

の
全
部

を
委

託
す

る
保

育
所

型
事

業
所

内
保
育
事
業
所
又
は
第
１
６
条
第
１

項
の

規
定
に

よ
り

搬
入

施
設

か
ら

食
事

を
搬

入
す
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事

業
所

に
あ
つ

て
は

、
調

理
員

を
置

か
な

い
こ

と
が
で
き
る
。
 

第
４
４
条
 
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
は
、
保
育
士
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
、
嘱
託
医
及

び
調

理
員

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

調
理

業
務
の
全
部
を
委
託
す

る
保

育
所

型
事

業
所

内
保

育
事

業
所

又
は

第
１

６
条

第
１

項
の
規
定
に
よ
り
搬
入

施
設

か
ら

食
事

を
搬

入
す

る
保

育
所

型
事

業
所

内
保

育
事

業
所
に
あ
つ
て
は
、
調

理
員

を
置

か
な

い
こ

と
が

で
き

る
。
 

２
・

３
 
（

略
）

 
２
・
３
 
（
略
）
 

（
小

規
模
型

事
業

所
内

保
育

事
業

所
の

職
員

）
 

（
小
規
模
型
事
業
所
内

保
育

事
業

所
の

職
員

）
 

第
４

７
条
 

事
業

所
内

保
育

事
業

（
利

用
定

員
が
１
９
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。
次

条
に

お
い
て
「
小

規
模

型
事

業
所

内
保

育
事

業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業
所
（
以

下
こ

の
条
に

お
い

て
「

小
規

模
型

事
業

所
内
保
育
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
は
、

保
育

士
（
認

定
地

方
公

共
団

体
の

区
域

内
に
あ
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業

所
に

あ
つ
て

は
、

場
合

に
は

、
保

育
士

又
は

当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に

係
る

地
域
限

定
保

育
士

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。
）
そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る
職

員
と

し
て
町

長
が

行
う

研
修

（
町

長
が

指
定

す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関

が
行

う
研
修

を
含

む
。

）
を

修
了

し
た

者
（

次
項
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
」
と

い
う

。
）
、

嘱
託

医
及

び
調

理
員

を
置

か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理

第
４
７
条
 

事
業
所
内
保
育

事
業

（
利

用
定

員
が

１
９

人
以

下
の

も
の

に
限

る
。

次

条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事

業
所

内
保

育
事

業
」
と

い
う

。
）
を

行
う

事
業

所
（

以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
小
規

模
型

事
業

所
内

保
育

事
業

所
」

と
い

う
。

）
に

は
、

保
育
士
  
  

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る
職

員
と
し
て
町
長
が
行
う

研
修

（
町

長
が

指
定

す
る

都
道

府
県

知
事

そ
の

他
の

機
関

が
行
う
研
修
を
含
む
。

）
を

修
了

し
た

者
（

次
項

に
お

い
て

「
保

育
従

事
者

」
と

い
う
。
）
、
嘱
託
医
及

び
調

理
員

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

調
理
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表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

業
務

の
全
部

を
委

託
す

る
小

規
模

型
事

業
所

内
保
育
事
業
所
又
は
第
１
６
条
第
１

項
の

規
定
に

よ
り

搬
入

施
設

か
ら

食
事

を
搬

入
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事

業
所

に
あ
つ

て
は

、
調

理
員

を
置

か
な

い
こ

と
が
で
き
る
。
 

業
務
の
全
部
を
委
託
す

る
小

規
模

型
事

業
所

内
保

育
事

業
所

又
は

第
１

６
条

第
１

項
の
規
定
に
よ
り
搬
入

施
設

か
ら

食
事

を
搬

入
す

る
小

規
模

型
事

業
所

内
保

育
事

業
所
に
あ
つ
て
は
、
調

理
員

を
置

か
な

い
こ

と
が

で
き

る
。
 

２
・

３
 
（

略
）

 
２
・
３
 
（
略
）
 

 
 

 第
６

章
 
乳

児
等
通

園
支

援
事

業
 

（
乳

児
等
通

園
支

援
事

業
の

区
分

）
 

第
４

９
条
 

 
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

は
、

一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
及
び
余

裕
活

用
型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

と
す

る
。
 

２
 

 
一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

と
は

、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
で
あ
つ
て
、

次
項

に
定
め

る
も

の
に

該
当

し
な

い
も

の
を

い
う
。
 

３
 

 
余
裕

活
用

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

と
は
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
又
は

家
庭

的
保
育

事
業

等
（

居
宅

訪
問

型
保

育
事

業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う

事
業

所
に
お

い
て

、
当

該
施

設
又

は
事

業
を

利
用
す
る
児
童
の
数
（
以
下
こ
の
項

に
お

い
て
「

利
用

児
童

数
」

と
い

う
。

）
が

そ
の
施
設
又
は
事
業
に
係
る
利
用
定

員
の

総
数
に

満
た

な
い

場
合

で
あ

つ
て

、
当

該
利
用
定
員
の
総
数
か
ら
当
該
利
用

児
童

数
を
除

い
た

数
以

下
の

数
の

乳
幼

児
を

対
象
と
し
て
行
う
乳
児
等
通
園
支
援

事
業

を
い
う

。
 

（
新
設
）
 

（
一

般
型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
の

設
備

の
基
準
）
 

第
５

０
条
 

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
一
般
型
乳
児

等
通

園
支
援

事
業

所
」

と
い

う
。

）
の

設
備

の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１

）
 
乳

児
又

は
満

２
歳

に
満

た
な

い
幼

児
を
利
用
さ
せ
る
一
般
型
乳
児
等
通

園
支

援
事
業

所
に

は
、

乳
児

室
又

は
ほ

ふ
く
室
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。
 

（
新
設
）
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設
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運
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準
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定
め
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条
例
新
旧
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照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
２

）
 
乳

児
室

の
面

積
は

、
乳

児
又

は
前

号
の
幼
児
１
人
に
つ
き
１
．
６
５
平

方
メ

ー
ト
ル

以
上

で
あ

る
こ

と
。

 

（
３

）
 
ほ

ふ
く

室
の

面
積

は
、

乳
児

又
は

第
１
号
の
幼
児
１
人
に
つ
き
３
．
３

平
方

メ
ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

こ
と

。
 

（
４

）
 
乳

児
室

又
は

ほ
ふ

く
室

に
は

、
乳

児
等
通
園
支
援
の
提
供
に
必
要
な
用

具
を

備
え
る

こ
と

。
 

（
５

）
 
満

２
歳

以
上

の
幼

児
を

利
用

さ
せ

る
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所

に
は

、
保
育

室
又

は
遊

戯
室

及
び

便
所

を
設
け
る
こ
と
。
 

（
６

）
 
保

育
室

又
は

遊
戯

室
の

面
積

は
、

前
号
の
幼
児
１
人
に
つ
き
１
．
９
８

平
方

メ
ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

こ
と

。
 

（
７

）
 
保

育
室

又
は

遊
戯

室
に

は
、

乳
児

等
通
園
支
援
の
提
供
に
必
要
な
用
具

を
備

え
る
こ

と
。

 

（
８

）
 
乳

児
室

、
ほ

ふ
く

室
、

保
育

室
又

は
遊
戯
室
（
以
下
「
保
育
室
等
」
と

い
う

。
）
を

２
階

に
設

け
る

建
物

は
、

次
の
ア
、
イ
及
び
カ
の
要
件
に
、
保
育

室
等

を
３
階

以
上

に
設

け
る

建
物

は
、

次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る

こ
と
。
 

ア
 

建
築
基

準
法

第
２

条
第

９
号

の
２

に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
又
は
同
条
第

９
号

の
３
に

規
定

す
る

準
耐

火
建

築
物

で
あ
る
こ
と
。
 

イ
 

保
育
室

等
が

設
け

ら
れ

て
い

る
次

の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
階
に
応
じ
、
同

表
の

中
欄
に

掲
げ

る
区

分
ご

と
に

、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
施
設

又
は

設
備
が

一
以

上
設

け
ら

れ
て

い
る

こ
と
。
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営
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る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

階
 

区
分
 

施
設
又
は
設
備
 

２
階
 

常
用
 

１
 
屋

内
階

段
 

２
 
屋

外
階

段
 

避
難

用
 

１
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第
１
２
３
条
第
１
項
各
号
又
は

同
条

第
３
項

各
号

に
規

定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段
 

２
 
待

避
上

有
効

な
バ

ル
コ
ニ
ー
 

３
 
建

築
基

準
法

第
２

条
第
７
号
の
２
に
規
定
す
る
準
耐

火
構

造
の
屋

外
傾

斜
路

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
設
備
 

４
 
屋

外
階

段
 

３
階
 

常
用
 

１
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第
１
２
３
条
第
１
項
各
号
又
は

同
条

第
３
項

各
号

に
規

定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段
 

２
 
屋

外
階

段
 

避
難

用
 

１
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第
１
２
３
条
第
１
項
各
号
又
は

同
条

第
３
項

各
号

に
規

定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段
 

２
 
建

築
基

準
法

第
２

条
第
７
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造

の
屋

外
傾
斜

路
又

は
こ

れ
に
準
ず
る
設
備
 

３
 
屋

外
階

段
 

４
階

以
上

の
階
 

常
用
 

１
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第
１
２
３
条
第
１
項
各
号
又
は

同
条

第
３
項

各
号

に
規

定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段
 

２
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第
１
２
３
条
第
２
項
各
号
に
規

定
す

る
構
造

の
屋

外
階

段
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表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

避
難

用
 

１
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第
１
２
３
条
第
１
項
各
号
又
は

同
条

第
３
項

各
号

に
規

定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段
（
た
 

だ
し

、
同
条

第
１

項
各

号
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
 

階
段

の
構
造

は
、

建
築

物
の
１
階
か
ら
保
育
室
等
が
設
 

け
ら

れ
て
い

る
階

ま
で

の
部
分
に
限
り
、
屋
内
と
階
段
 

室
と

は
、
バ

ル
コ

ニ
ー

又
は
付
室
（
階
段
室
が
同
条
第
 

３
項

第
２
号

に
規

定
す

る
構
造
を
有
す
る
場
合
を
除
き
、

同
号

に
規
定

す
る

構
造

を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
通

じ
て

連
絡
す

る
こ

と
と

し
、
か
つ
、
同
条
第
３
項
第
３
号
、

第
４

号
及
び

第
１

０
号

を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
）
 

２
 
建

築
基

準
法

第
２

条
第
７
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造

の
屋

外
傾
斜

路
 

３
 
建

築
基

準
法

施
行

令
第
１
２
３
条
第
２
項
各
号
に
規

定
す

る
構
造

の
屋

外
階

段
 

 

ウ
 

イ
に
掲

げ
る

施
設

及
び

設
備

が
避

難
上
有
効
な
位
置
に
設
け
ら
れ
、
か
つ
、

保
育

室
等
の

各
部

分
か

ら
そ

の
一

に
至

る
歩
行
距
離
が
３
０
メ
ー
ト
ル
以
下

と
な

る
よ
う

に
設

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

エ
 

一
般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
所

に
調
理
設
備
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

ず
れ

か
に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
以

下
こ
の
エ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設

け
る

場
合
に

は
、

当
該

調
理

設
備

以
外

の
部
分
と
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援

事
業

所
の
調

理
設

備
の

部
分

が
建

築
基

準
法
第
２
条
第
７
号
に
規
定
す
る
耐

火
構

造
の
床

若
し

く
は

壁
又

は
建

築
基

準
法
施
行
令
第
１
１
２
条
第
１
項
に

規
定

す
る
特

定
防

火
設

備
で

区
画

さ
れ

て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

換
気

、
暖
房

又
は

冷
房

の
設

備
の

風
道

が
、
当
該
床
若
し
く
は
壁
を
貫
通
す

る
部

分
又
は

こ
れ

に
近

接
す

る
部

分
に

防
火
上
有
効
に
ダ
ン
パ
ー
が
設
け
ら
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改
正

後
 

改
正

前
 

れ
て

い
る
こ

と
。

 

（
ア

）
 
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

設
備

そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も

の
が

設
け
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
イ

）
 
調

理
用

器
具

の
種

類
に

応
じ

て
有
効
な
自
動
消
火
装
置
が
設
け
ら
れ
、

か
つ

、
当
該

調
理

設
備

の
外

部
へ

の
延

焼
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

が
講

じ
ら
れ

て
い

る
こ

と
。
 

オ
 

一
般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
所

の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分

の
仕

上
げ
を

不
燃

材
料

で
し

て
い

る
こ

と
。
 

カ
 

保
育
室

等
そ

の
他

乳
幼

児
が

出
入

し
、
又
は
通
行
す
る
場
所
に
、
乳
幼
児

の
転

落
事
故

を
防

止
す

る
設

備
が

設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 

キ
 

非
常
警

報
器

具
又

は
非

常
警

報
設

備
及
び
消
防
機
関
へ
火
災
を
通
報
す
る

設
備

が
設
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

ク
 

一
般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
所

の
カ
ー
テ
ン
、
敷
物
、
建
具
等
で
可
燃

性
の

も
の
に

つ
い

て
防

炎
処

理
が

施
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
 

（
職

員
）
 

第
５

１
条
 

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
に
は
、
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体

の
区

域
内
に

あ
る

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
又
は

当
該

認
定
地

方
公

共
団

体
の

区
域

に
係

る
地

域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。）

そ
の
他
乳

児
等

通
園

支
援

に
従

事
す

る
職
員
と
し
て
町
長
が
行
う
研
修
（
町

長
が

指
定
す

る
都

道
府

県
知

事
そ

の
他

の
機

関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
）
を
修
了
し

た
者
（
以

下
こ
の

条
に

お
い

て
「

乳
児
等

通
園
支
援
従
事
者
」
と
い
う
。
）
を
置

か

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
 

２
 

乳
児
等

通
園

支
援

従
事

者
の

数
は

、
乳
児
お
お
む
ね
３
人
に
つ
き
１
人
以

上
、
満

１
歳

以
上

満
３

歳
未

満
の

幼
児

お
お

む
ね
６
人
に
つ
き
１
人
以
上
と
し
、
そ

（
新
設
）
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

の
う

ち
半
数

以
上

は
保

育
士

と
す

る
。
た
だ

し
、
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
所

一
に

つ
き
２

人
を

下
る

こ
と

は
で

き
な

い
。
 

３
 

第
１
項

に
規

定
す

る
乳

児
等

通
園

支
援
従
事
者
は
、
専
ら
当
該
一
般
型
乳
児

等
通

園
支
援

事
業

に
従

事
す

る
も

の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す

る
場

合
は

、
専

ら
当

該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
従

事
す

る
職
員

を
１

人
と

す
る

こ
と

が
で

き
る
。
 

(
１
)
 
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
と
保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も

園
そ

の
他
の

施
設

又
は

事
業

（
以

下
「

保
育
所
等
」
と
い
う
。）

と
が
一
体
的
に
運

営
さ

れ
て
い

る
場

合
で

あ
つ

て
、
当

該
一
般

型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
行
う
に
当

た
つ

て
当
該

保
育

所
等

の
職

員
（

保
育

そ
の

他
の
子
育
て
支
援
に
従
事
す
る
職
員
に

限
る

。）
に

よ
る

支
援

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
、
か
つ
、
専
ら
当
該
一
般
型
乳
児
等

通
園

支
援
事

業
に

従
事

す
る

職
員

が
保

育
士
で
あ
る
と
き
。
 

(
２
)
 
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
を
利
用
し
て
い
る
乳
幼
児
の
人
数

が
３

人
以
下

で
あ

る
場

合
で

あ
っ

て
、
保
育

所
等
を
利
用
し
て
い
る
乳
幼
児
の
保
育

が
現

に
行
わ

れ
て

い
る

乳
児

室
、
ほ

ふ
く
室

、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
に
お
い
て
当
該

一
般

型
乳
児

等
通

園
支

援
事

業
が

実
施

さ
れ
、
か
つ
、
当
該
一
般
型
乳
児
等
通
園
支

援
事

業
を
行

う
に

当
た

つ
て

当
該

保
育

所
等
の
保
育
士
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ

と
が

で
き
る

と
き

。
 

 

（
乳

児
等
通

園
支

援
の

内
容

）
 

第
５

２
条
 

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

に
お
け
る
乳
児
等
通
園
支
援
は
、
児
童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

第
３

５
条

に
規

定
す

る
内

閣
総

理
大

臣

が
定

め
る

指
針

に
準

じ
、

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
の

特
性

に
留

意
し

て
、

利
用

乳

幼
児

及
び

そ
の

保
護

者
の

心
身

の
状

況
等

に
応

じ
て

提
供

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

（
新
設
）
 

（
保

護
者
と

の
連

絡
）
 

第
５

３
条
 

一
般

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

を
行
う
者
は
、
利
用
乳
幼
児
の
保
護
者
と

密
接

な
連

絡
を

と
り

、
乳

児
等

通
園

支
援

の
内

容
等

に
つ

き
、

そ
の

保
護

者
の

理

解
及

び
協
力

を
得

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
 

（
新
設
）
 

- 27 -



江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

 （
余

裕
活
用

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

所
の

設
備
及
び
職
員
の
基
準
）
 

第
５

４
条
 

余
裕

活
用

型
乳

児
等

通
園

支
援

事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
余
裕
活
用

型
乳

児
等
通

園
支

援
事

業
所

」
と

い
う
。
）
の
設
備
及
び
職
員
の
基
準
は
、
次
の
各

号
に

掲
げ

る
施

設
又

は
事

業
所

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に

よ
る

。
 

(
１

)
 

保
育

所
 

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（

保
育

所
に

係
る

も
の
に

限
る

。
）
 

(
２

)
 

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
以

外
の

認
定

こ
ど

も
園

 
就

学
前

の
子

ど
も

に
関

す
る
教

育
、
保

育
等
の

総
合

的
な

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１

８
年

法
律
第

７
７

号
）
第

３
条
第

２
項

に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が
定
め
る
施
設

の
設

備
及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

 

(
３

)
 

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
 

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
の

学
級

の
編

制
、

職
員
、

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準
（
平
成
２
６
年
内
閣
府
・
文
部
科

学
省

・
厚
生

労
働

省
令

第
１

号
）

 

(
４

)
 

家
庭

的
保

育
事

業
等

 
家

庭
的

保
育

事
業

等
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
平

成
２

６
年

厚
生

労
働

省
令

第
６

１
号

）
（

居
宅

訪
問

型
保

育
事

業
に

係
る

も
の
を

除
く

。
）
 

（
新
設
）
 

（
準

用
）
 

第
５

５
条
 

第
５

２
条

及
び

第
５

３
条

の
規

定
は
、
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援

事
業

に
つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て
、
第
５
２
条
中
「
一
般
型
乳
児

等
通

園
支
援

事
業

」
と

あ
る
の
は
「

余
裕

活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
」
と
し
、

第
５

３
条
中

「
一

般
型

乳
児

等
通

園
支

援
事

業
を
行
う
者
」
と
あ
る
の
は
「
余
裕

活
用

型
乳
児

等
通

園
支

援
事

業
を

行
う

者
」

と
す
る
。
 

（
新
設
）
 

第
７

章
 
雑

則
 

第
６
章
 
雑
則
 

（
電

磁
的
記

録
）

 
（
電
磁
的
記
録
）
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保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
５

６
条
 

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
又

は
乳

児
等
通
園
支
援
事
業
者
及
び
そ
の
職
員

は
、

記
録
、

作
成

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に

お
い

て
書
面

（
書

面
、

書
類

、
文

書
、

謄
本

、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の

他
文

字
、
図

形
等

人
の

知
覚

に
よ

つ
て

認
識

す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ

れ
た

紙
そ
の

他
の

有
体

物
を

い
う

。
以

下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ

と
が

規
定
さ

れ
て

い
る

又
は

想
定

さ
れ

る
も

の
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、

当
該

書
面
に

係
る

電
磁

的
記

録
（

電
子

的
方

式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚

に
よ

つ
て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電

子
計

算
機
に

よ
る

情
報

処
理

の
用

に
供

さ
れ

る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ

と
が

で
き
る

。
 

第
４
９
条
 

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
そ
の
職
員

は
、
記
録
、
作
成
そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

も
の

の
う

ち
、

こ
の

条
例

の
規

定
に

お
い
て
書
面
（
書
面
、

書
類

、
文

書
、

謄
本

、
抄

本
、

正
本

、
副

本
、

複
本

そ
の

他
文
字
、
図
形
等
人
の

知
覚

に
よ

つ
て

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
る

情
報

が
記

載
さ

れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体

物
を

い
う

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

で
行

う
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る

又
は

想
定

さ
れ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
書

面
に

代
え

て
、

当
該
書
面
に
係
る
電
磁

的
記

録
（

電
子

的
方

式
、

磁
気

的
方

式
そ

の
他

人
の

知
覚

に
よ
つ
て
は
認
識
す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

式
で

作
ら

れ
る

記
録

で
あ

つ
て

、
電

子
計
算
機
に
よ
る
情
報

処
理

の
用

に
供

さ
れ

る
も

の
を

い
う

。
）

に
よ

り
行

う
こ

と
が
で
き
る
。
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江
差
町
港
湾
管
理
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

別
表

（
第
９

条
関

係
）
 

別
表
（
第
９
条
関
係
）
 

【
別
記
1
 
参
照
】
 

【
別
記
1
 
参
照
】
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テキストボックス
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【
別
記
1
】
 

 

改
正

後
 

１
 

け
い
船

岸
壁

使
用

料
（

入
港

料
を

含
む
。

）
 

入
港
船
舶
に
つ
き
次
の
区
分

計
算

に
よ

る
 

区
分
 

単
位
 

１
日
 

月
決

め
の
と

き
 

（
円

）
 

年
決

め
の
と

き
 

（
円

）
 

総
ト

ン
数
１
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

期
間
を
定
め
な
い

で
利

用
す

る

船
舶
等
１
ト

ン
当

た
り

５
５

円
 

８
０

０
５

，
７

０
０
 

総
ト

ン
数
１
ト
ン
以
上
３
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

１
，

３
０
０

８
，

７
０
０
 

総
ト

ン
数
３
ト
ン
以
上
５
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

１
，

５
０
０

１
１

，
４
０

０
 

総
ト

ン
数
５
ト
ン
以
上
１
０
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

２
，

６
０
０

１
９

，
７
０

０
 

総
ト

ン
数
１
０
ト
ン
以
上
１
５
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

３
，

９
０
０

２
８

，
５
０

０
 

総
ト

ン
数
１
５
ト
ン
以
上
２
０
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

５
，

１
０
０

３
６

，
０
０

０
 

総
ト

ン
数
２
０
ト
ン
以
上
３
０
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

９
，

５
０
０

６
６

，
０
０

０
 

総
ト

ン
数
３
０
ト
ン
以
上
５
０
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

１
５

，
３
０

０
９

０
，

８
０

０
 

総
ト

ン
数
５
０
ト
ン
以
上
１
０
０
ト
ン
未
満
の
も

の
 

１
隻
 

１
８

，
８
０

０
１

４
５

，
３

０
０

 

総
ト

ン
数
１
０
０
ト
ン
以
上
３
０
０
ト
ン
未
満
の

１
隻
 

７
，

０
５
０

円
但

し
、
５
日

を
超

え
る

入
港

の
場

合
は

、
１
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も
の
 

月
毎

に
５
日

分
と

み
な

す
。
 

総
ト

ン
数
３
０
０
ト
ン
以
上
５
０
０
ト
ン
未
満
の

も
の
 

１
隻
 

１
３

，
３
９

０
円

総
ト

ン
数
５
０
０
ト
ン
以
上
の
も
の
 

１
隻
 

１
３
，
３
９
０
円

に
１

０
０

ト
ン

増
毎
に
２
，
３
５

０
円

を
加

算
し

た
額
 

備
考
 

１
 
２

４
時

間
未
満
は
１
日
と
し
、
６
月
を
超
え
１
年
未
満
は
１
年
と
す
る
。
 

２
 
無

動
力

船
（
１
ト
ン
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
は
、
動
力
船
の
２
分
の
１
の

額
と

す
る

。
 

３
 
１

ト
ン

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
１
ト
ン
と
し
て
計
算
す
る

。
 

４
 
本

表
に

よ
り
積
算
さ
れ
た
合
計
額
に
１
０
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は

そ
の

端
数

金
額

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

物
揚
場

及
び

荷
捌

地
使

用

料
（

上
屋
を

含
む

。
）
 

港
湾

内
、
船
揚
場
、
津
花
船
揚
場
を
含
む
。
 

１
 
１

平
方

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
 

 
 

 
使
用
開
始
日
か
ら
1
5
日
ま
で
１
日
ご
と
に
３
円
 

 
 
 
1
6
日
以
降
１
日
ご
と
に
４
円
 

備
考

 
１
平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
１
平
方
メ
ー
ト
ル
と
し

て
計

算
す

る
。

 

２
 
電

柱
及

び
広
告
料
な
ど
 

電
柱

１
本
に
つ
き
 

年
 
２
５
０
円
 

広
告

料
１
カ
所
に
つ
き
 
年
 
１
，
１
７
０
円
 

備
考

 
１
年

未
満
は
１
年
と
す
る
。
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３
 

海
浜
地

占
用

料
 

１
０

平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
 
年
 

５
０
円
 

（
１

年
未
満

は
月
額
と
し
、
１
月
未
満
は
１
月
と
す
る
。
）
 

４
 

水
域
占

用
料

 
１

０
平

方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
 
年
 

５
０
円
 

（
１

年
未
満
は
月
額
と
し
、
１
月
未
満
は
１
月
と
す
る
。
）
 

５
 
土
砂
採
取
料
 

１
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
 
１
４
３
円
 
 
 

（
１

立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
１
立
方
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算

す
る
。

）
 

６
 

工
事
許

可
料

 
１

 
軽

易
な

工
事
に
し
て
臨
時
的
な
工
事
ま
た
は
仮
設
工
事
１
件
に
つ
き
 

２
，

３
５

０
円
 

２
 
前

号
以

外
の
工
事
１
件
に
つ
き
 

４
，
７
０
０
円
 

３
 
作

業
１

件
に
つ
き
 
２
，
３
５
０
円
 

４
 
設

計
変

更
の
許
可
手
数
料
１
件
に
つ
き
 
１
，
１
７
０
円
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【
別
記
1
】
 

 

改
正

前
 

１
 

け
い
船

岸
壁

使
用

料
（

入
港

料
を

含
む
。

）
 

入
港
船
舶
に
つ
き
次
の
区
分
計
算

に
よ

る
 

区
分
 

単
位
 

１
日
 

月
決

め
の
と

き
 

（
円

）
 

年
決

め
の
と

き
 

（
円

）
 

総
ト

ン
数
１
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

期
間
を
定
め
な
い

で
利

用
す

る

船
舶
等
１
ト

ン
当

た
り

５
５

円
 

８
０

０
５

，
７

０
０
 

総
ト

ン
数
１
ト
ン
以
上
３
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

１
，

３
０
０

８
，

７
０
０
 

総
ト

ン
数
３
ト
ン
以
上
５
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

１
，

５
０
０

１
１

，
４
０

０
 

総
ト

ン
数
５
ト
ン
以
上
１
０
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

２
，

６
０
０

１
９

，
７
０

０
 

総
ト

ン
数
１
０
ト
ン
以
上
１
５
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

３
，

９
０
０

２
８

，
５
０

０
 

総
ト

ン
数
１
５
ト
ン
以
上
２
０
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

５
，

１
０
０

３
６

，
０
０

０
 

総
ト

ン
数
２
０
ト
ン
以
上
３
０
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

９
，

５
０
０

６
６

，
０
０

０
 

総
ト

ン
数
３
０
ト
ン
以
上
５
０
ト
ン
未
満
の
も
の
 

１
隻
 

１
５

，
３
０

０
９

０
，

８
０

０
 

総
ト

ン
数
５
０
ト
ン
以
上
１
０
０
ト
ン
未
満
の
も

の
 

１
隻
 

１
８

，
８
０

０
１

４
５

，
３

０
０

 

総
ト

ン
数
１
０
０
ト
ン
以
上
３
０
０
ト
ン
未
満
の

も
の
 

１
隻
 

７
，

０
５
０

円
但

し
、
５
日

を
超

え
る

入
港

の
場

合
は

、
１

月
毎

に
５
日

分
と

み
な

す
。
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総
ト

ン
数
３
０
０
ト
ン
以
上
５
０
０
ト
ン
未
満
の

も
の
 

１
隻
 

１
３

，
３
９

０
円

総
ト

ン
数
５
０
０
ト
ン
以
上
の
も
の
 

１
隻
 

１
３
，
３
９
０
円

に
１

０
０

ト
ン

増
毎
に
２
，
３
５

０
円

を
加

算
し

た
額
 

備
考
 

１
 
２

４
時

間
未
満
は
１
日
と
し
、
６
月
を
超
え
１
年
未
満
は
１
年
と
す
る
。
 

２
 
無

動
力

船
（
１
ト
ン
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
は
、
動
力
船
の
２
分
の
１
の

額
と

す
る

。
 

３
 
１

ト
ン

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
１
ト
ン
と
し
て
計
算
す
る

。
 

４
 
本

表
に

よ
り
積
算
さ
れ
た
合
計
額
に
１
０
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は

そ
の

端
数

金
額

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

物
揚
場

及
び

荷
捌

地
使

用

料
（

上
屋
を

含
む

。
）
 

港
湾

内
、
船
揚
場
、
津
花
船
揚
場
を
含
む
。
 

１
 
１

平
方

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
１
日
ご
と
に
３
円
 

備
考

 
１
平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
は
１
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
 

２
 
電

柱
及

び
広
告
料
な
ど
 

電
柱

１
本
に
つ
き
 

年
 
２
５
０
円
 

広
告

料
１
カ
所
に
つ
き
 
年
 
１
，
１
７
０
円
 

備
考

 
１
年

未
満
は
１
年
と
す
る
。
 

３
 

海
浜
地

占
用

料
 

１
０

平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
 
年
 

５
０
円
 

（
１

年
未
満

は
月
額
と
し
、
１
月
未
満
は
１
月
と
す
る
。
）
 

４
 

水
域
占

用
料

 
１

０
平

方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
 
年
 

５
０
円
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（
１

年
未
満
は
月
額
と
し
、
１
月
未
満
は
１
月
と
す
る
。
）
 

５
 
土
砂
採
取
料
 

１
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
 
１
４
３
円
 
 
 

（
１

立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
１
立
方
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算

す
る
。

）
 

６
 

工
事
許

可
料

 
１

 
軽

易
な

工
事
に
し
て
臨
時
的
な
工
事
ま
た
は
仮
設
工
事
１
件
に
つ
き
 

２
，

３
５

０
円
 

２
 
前

号
以

外
の
工
事
１
件
に
つ
き
 

４
，
７
０
０
円
 

３
 
作

業
１

件
に
つ
き
 
２
，
３
５
０
円
 

４
 
設

計
変

更
の
許
可
手
数
料
１
件
に
つ
き
 
１
，
１
７
０
円
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＜令和７年第４回定例会＞生活交通路線等維持費補助事業 概要 

 

１．事業目的 

 ○ 地域住民の移動手段を確保する観点で、バス事業者に対し令和７年補助年度

（R6.10.1～R7.9.30 が対象期間）の運行経費について、赤字分の補助を行うもの。 

 ○ 当該補助により、生活交通路線等の維持と地域住民の利便性の向上及び地域経

済の活性化に寄与する。 

 

２．補助先 

  函館バス株式会社 

 

３．補助対象路線 

地域間幹線系統（２系統） 函館江差線、檜山海岸線 

 

４．事業費 

  １０，１３８千円（全額一般財源） 

 

５．前年度比較（単位：千円） 

対象路線 Ｒ７補助額 Ｒ６補助額 増減（R7-R6）

函館江差線（※1） １，６６７ ９３８ ７２９

檜山海岸線（※2） ８，４７１ ６，６８４ １，７８７

町単独路線（※3） ０ ７，４６５ ▲７，４６５

合 計 １０，１３８ １５，０８７ ▲４，９４９

  ※1 経常費用の増加に伴う収支状況の悪化 

  ※2 経常費用の増加や利用者数の減少などによる収支状況の悪化 

  ※3 令和６年３月末での館線・稲見線廃止に伴い、令和７年補助年度以降、補

助額は０になる。 
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R
6

 施
工

済
区

間
L
=

8
7

.4
ｍ

下
流

区
間

L
=

 1
5

2
.1

.ｍ

◎
普

通
河

川
豊

部
内

川
河

床
低

下
防

止
工

事
[
下

流
側

］
増

額
及

び
繰

越
明

許
費

補
正

事
業

費
Ｃ

＝
7

0
,0

0
0

千
円

工
事

概
要

L
=

1
5

2
.1

ｍ
河

川
土

工
、
根

固
工

、
仮

設
工

予
定

工
期

令
和

８
年

６
月

～
令

和
９

年
２

月
末

日
予

定

◎
普

通
河

川
豊

部
内

川
河

床
低

下
防

止
工

事
[
中

流
側

]
繰

越
事

業
費

Ｃ
＝

３
７

,９
０

２
千

円
（
繰

越
明

許
費

補
正

）
工

事
概

要
L
=

2
2

5
.8

ｍ
河

川
土

工
、
根

固
工

、
仮

設
工

予
定

工
期

令
和

７
年

１
２

月
～

令
和

８
年

５
月

末
日

予
定

中
流

区
間

L
=

 2
2

5
.8

.ｍ
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Ｊアラート受信機更新及びアンテナ分離工事 資料 

 

年度 令和７年度  

担当課係名 総務課防災生活係 事業年度 令和７年度 

事業名 Ｊアラート受信機更新及びアンテナ分離工事 

予算区分 一般会計 予算科目 消防費・消防費・災害対策費 

◆事業の概要（施設の概要、計画など） 

①Ｊアラート受信機更新 

令和５年７月に消防庁より、現行のＪアラート受信機のソフトウェアサポート期限が令和８年度末ま

でであり、令和７～８年度において新型受信機に移行するよう示されていることから受信機の更新を行

うもの。 

※令和７年度中に整備着手をすることで、緊急防災・減債事業債（充当率 100％、交付税措置率 70％）

の対象となる 

②J アラートアンテナ分離工事 

現在 J アラート受信アンテナについては、北海道総合行政ネットワーク衛星無線回線のパラボラアン

テナを共用しているが、令和８年度から９年度にかけて、北海道総合行政ネットワークの更新整備が行

われる予定であり、共用が不可能となることから、町において独立したアンテナを整備する必要がある

もの。北海道からは各市町村において令和７～８年度の間に整備するよう示されている。 

◆事業費 

 ９，８６７千円（Ｊアラート受信機更新 4,257 千円、Jアラートアンテナ分離工事 5,610 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受信機 
アンテナ 
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江差町運動公園テニスコート中央フェンス柱修繕 

【社会教育課社会教育係】

 

■事業概要 

 運動公園テニスコートと子どもふれあい広場の中央に設置されているフェンス支柱につ

いて、支柱の一部が根本の腐食が進行し、１０月２７日から２８日にかけて吹いた暴風によ

りフェンスがあおられ倒壊の危険性や周辺支柱へ負担拡大の影響が懸念されることから、

広場閉鎖期間に改修を行い、利用者の安全を確保し安心して利用できる環境を整える。 

 

 

【事業内容】フェンス柱の修繕（４本分） 

 

■事 業 費  ９７７千円 
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